
※合同クラブの注意点

　・合同クラブは吸収・合併ではなく、あくまで校区同士の合同のクラブです。したがって、合同している

　　各校区競技クラブ毎の代表者が必要になります。（各校区児童の所属は、あくまでも通学している

　　 　　校区のクラブとなります。）

　　 　・校区に該当する競技クラブがない場合は、参加する児童の保護者が代表者となり、校区の競技クラブ

　　を立ち上げる必要があります。

　・校区毎の総会は各校区の競技クラブ代表者が出席してください。

　・役員等については、各校区に偏りがないようにしてください。（人数の多い校区ばかりへ負担が行か

　　ないようにしてください）

　　 　・クラブ登録申請書（様式２）は各校区の競技クラブ代表者が作成し、各校区代表者（または事務局）

　　へ提出してください。

　・各校区においてクラブ申請書（様式２）の提出、及び競技クラブ代表者が選出されていない場合は、

　　八代っ子クラブの活動と認られません。

【八代市へ提出】
※変更があった場合は、速やかに報告・提出する。【合同クラブ活動開始】

【小学校へ報告】
　※他校区へ行く場合、他校区の児童を受け入れる場合、
　　どちらも学校側へ必ず学校側へ報告する。
　※必要に応じて、競技クラブ代表者も報告に同席する。

学校側の承諾確認及び校区の承認
（承認後） （承認）

（提出）
申請書（様式１）の受理

【提出書類の作成】
　※競技クラブより提出された申請書（様式１）をもとに、
　　校区の申請書（様式２）を修正し、八代市へ提出する

　　準備を行う。
　※提出は変更となったクラブと校区の申請書のみで可。

【合同クラブについて、校区代表者へ報告】
　※競技クラブ代表者も必要に応じて学校側との協議へ参加。
　　（時間や使用条件、移動方法など校区代表者で分からない
　　部分もあるため）
　※また、他校区との合同という性質上、相手の校区とも連絡
　　して、情報交換を行うこと。

【クラブ登録申請書（様式１）を提出（合同も明記）】
　※合同クラブの場合でも、各校区で申請書を提出する。
　※各校区で提出されていない場合は、八代っ子の活動として
　　認められません。

【合同について、クラブ内及び相手校区との打合せ】
　・競技クラブ内の保護者への説明（クラブ内での承認）
　・相手校区との練習日時・場所などの取り決め。
　・児童の移動方法についての検討
　・役員（代表者）・指導者同士の打合せなど。

校区代表者合同を希望する競技クラブ代表者

合同クラブ設立の流れ

（自校区及び相手方校区の
　承認確認後）

合同クラブ設立の意思確認

（申し出）


